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2006年8月14日 
公正貿易センター 

＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞    
（第１５８号  ２００６年 ７月度） 

 
当センターが各国官報等により把握した2006年7月度の世界各国の日本製品に対するアンチ・ダンピン
グ(ＡＤ)措置等に関する情報を下記の通り取りまとめましたので、ご送付申し上げます。 

（お問合せ先：℡03-3591-4550） 
 
Ⅰ  主なトピックス   
 
    １．米国：「ブリキ及びﾃｨﾝﾌﾘｰ･ｽﾃｨｰﾙ」のＡＤ措置継続決定    
        ・ＩＴＣ（国際貿易委員会）は7月3日、昨年7月に開始した「ブリキ及び ﾃｨﾝﾌﾘｰ･ｽﾃｨｰﾙ 
           (2000年8月28日ＡＤ措置開始)」のＡＤサンセット見直しにおいて、損害面に関する 
           フル・レビューの結果、“損害の継続又は再発のおそれ有り”との見直し最終結果を公 
           告した。 
           商務省は既に昨年11月に価格面に関する略式レビューの結果、“ダンピングの継続又は 
            再発のおそれ有り”という見直し最終結果を公告しており、価格面及び損害面の両方の 
           結果に基づき商務省は7月21日、ＡＤ措置継続（2006年7月21日から５年間）を公告した。 
 
    ２．米国：「ステンレス棒鋼」のＡＤｻﾝｾｯﾄ見直しの商務省の見直し結果判明    
        ・商務省は7月6日、今年3月に開始した「ステンレス棒鋼 (2001年4月18日ＡＤ措置継 
           続開始)」の２回目のＡＤサンセット見直しにおいて、価格面に関する略式レビューの結 
           果、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞの継続又は再発のおそれ有り”との見直し結果を公告した。 
           尚、ＩＴＣも損害面に関するフル・レビューを行っているが、まだ結果は出ていない。 
            （日本同様にｻﾝｾｯﾄ見直しの対象であるブラジル、インド、スペインについても、日本と同じ見直し 
               結果となった） 
 
    ３．米国：「カレンダー金具」のＡＤ損害調査で“損害無し”と最終決定   
         ・ＩＴＣは7月20日、「カレンダー金具」のＡＤ損害調査（2005年6月29日開始）において、 
             “損害なし”との最終決定を下す委員投票を行った。 
           商務省は6月23日に価格調査において、“ダンピング有り”との最終決定を下していた 
           が、このＩＴＣの“損害なし”の最終決定により、ＡＤ措置はとられることなく、調査 
           は終結することとなった。 
             （このＩＴＣの最終決定は、8月8日に正式公告された） 
 
    ４．米国：「ボールベアリング」のＡＤｻﾝｾｯﾄ見直しのＩＴＣの見直し結果判明（速報）         
         ・ＩＴＣは8月3日、今年6月に開始した「ボールベアリング (2000年7月11日ＡＤ措置 
           継続開始)」の２回目のＡＤサンセット見直しにおいて、損害面に関するフル・レビューの 
           結果、“損害の継続又は再発のおそれ有り”との見直し最終結果を下す委員投票を行った。 
 
    ５．中国：「ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ(PBT)」のＡＤ調査で“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”と最終決定  
         ・商務部は7月22日、「ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ(PBT)」のＡＤ調査 (2005年6月6日調査開始) 
           において、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”との最終決定、並びにＡＤ税賦課（17.31％）を公告 
           した。  
            （日本同様にＡＤ調査の対象である台湾についても、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”の最終決定となった） 
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    ６．マレーシア：「ダンボール紙」のＡＤ調査開始  
         ・当局は7月27日、「ダンボール紙」に対するＡＤ調査開始を公告した。 
           マレーシアでの日本製品に対するＡＤ調査開始は、1998年12月調査開始の「ノン・カー 
           ボン紙」以来の７年半ぶりで、ＷＴＯ発足以降では３件目の日本製品に対する新規ＡＤ案 
           件である。今回の「ダンボール紙」を含めたマレーシアでの対日ＡＤ案件の３件は、 
          1997年調査開始の「中芯原紙」、1998年調査開始の「ノン・カーボン紙」、そして 
          今回の「ダンボール紙」と、対象産品は３件とも紙製品であり、アジア諸国では、 
          中国とインドの対日ＡＤ案件の対象製品がほとんどと言っていい程に化学製品が多 
          いこととは異なる傾向となっている。 
            （このＡＤ調査では、日本以外には、韓国、台湾、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、タイ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ＥＵの 
                ７ヶ国・地域も対象となっている） 
 
 
Ⅱ 各国の官報等での、対日ＡＤ案件の７月度の全情報 
  
  １．米１．米１．米１．米    国国国国（ Federal Register〔FR〕での掲載事項）    
        Vol. 71, № 127 ～ № 146 （2006.7.1.～ 2006.7.31.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対日案件掲載無し 
  
      (2) ＡＤサンセット見直し：  
 
           ①ＩＴＣ： ＡＤサンセット見直し（2005年7月開始）フル・レビューの最終結果（損害 
                       の継続又は再発のおそれ有り）の公告 
               FR p.37944 (2006.7.3.),  Issued：2006.6.27. 
               ・ブリキ及びティンフリー・スティール  
                    ［ｹｰｽ№：731-TA-860  Tin- and Chromium-Coated Steel Sheet］ 
 
           ②商務省： ＡＤサンセット見直し（2005年7月開始）の最終結果（ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害の 
                       の継続又は再発のおそれ有り）に基づく、ＡＤ税賦課命令継続（2006年7月 
                       21日から5年間の措置継続）の公告 
               FR p.41422 (2006.7.21),  Effective Date：2006.7.21. 
               ・ブリキ及びティンフリー・スティール  
                    ［ｹｰｽ№：A-588-815  Tin Mill Products］ 
 
           ③商務省： ＡＤサンセット見直し（2回目、2006年3月開始）略式レビューの最終結果 
                     （ダンピングの継続又は再発のおそれ有り）の公告 
               FR p.38372 (2006.7.6.),  Effective Date：2006.7.6. 
               ・ステンレス棒鋼  
                    ［ｹｰｽ№：A-588-833  Stainless Steel Bar］ 
 
           ④ＩＴＣ： ＡＤサンセット見直し終結（措置失効決定により）の公告 
               FR p.37945 (2006.7.3.),  Effective Date：2006.5.18. 
               ・ステンレス山形鋼  
                    ［ｹｰｽ№：731-TA-888  Stainless Steel Angle］ 
 
           ⑤商務省： ＡＤサンセット見直し結果の再考（2006年4月13日開始）に関し、フル・ 
                       レビューを実施し、仮結果と最終結果の期限延長（仮結果は2006年8月1日 
                       迄にを2006年10月30日迄に、最終結果を2007年3月9日迄に）の公告 
               FR p.42801 (2006.7.28.),  Effective Date：2006.7.28. 
               ・新聞印刷用大型輪転機  
                    ［ｹｰｽ№：A-588-837  Large Newspaper Printing Press and Components］ 
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     (3) ＡＤ行政見直し等： 
 
           ①商務省： ＡＤ行政見直し申請機会の公告  
               FR p.37890 (2006.7.3.),  Dated：2006.6.28. 
               ・クラッド鋼板 （見直し対象期間＝2005.7.1.～2006.6.30.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-838  Clad Steel Plate］ 
               ・ポリビニル・アルコール （見直し対象期間＝2005.7.1.～2006.6.30.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-861  Polyvinyl Alcohol］ 
               ・ステンレス薄板 （見直し対象期間＝2005.7.1.～2006.6.30.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-845  Stainless Steel Sheet and Strip in Coils］ 
 
           ②商務省： ＡＤ行政見直し開始の公告  
               FR p.37892 (2006.7.3.),  Effective Date：2006.7.3. 
               ・ボールベアリング （見直し対象期間＝2005.5.1.～2006.4.30.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-804  Ball Bearings］ 
 
           ③商務省： ＡＤ行政見直し開始の公告  
               FR p.42626 (2006.7.27.),  Effective Date：2006.7.27. 
               ・大径継目無鋼管 （見直し対象期間＝2005.6.1.～2006.5.31.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-850  Large Diameter, Carbon＆Alloy Seamless Standard, Line, 
                                          ＆Pressure Pipe］ 
 
           ④商務省： ＡＤ行政見直しの最終結果の公告  
               FR p.40064 (2006.7.14.),  Effective Date：2006.7.14. 
               ・ボールベアリング （見直し対象期間＝2004.5.1.～2005.4.30.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-804  Ball Bearings］ 
 
           ⑤商務省： ＡＤ行政見直しの最終結果、及び一部取消しの公告  
               FR p.40471 (2006.7.17.),  Effective Date：2006.7.17. 
               ・表面処理鋼板 （見直し対象期間＝2004.8.1.～2005.7.31.）    
                    ［ｹｰｽ№：A-588-824  Corrosion-Resisitant Carbon Steel Flat Products］ 
 
 
        ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ（ Official Journal〔OJ〕での掲載事項）    
        OJ Vol.49 № L 178 ～ L 210 (2006.7.1.～ 2006.7.31.) 
        OJ Vol.49 № C 153 ～ C 178 (2006.7.1.～ 2006.7.31.)     
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対日案件掲載無し  
      (2) ＡＤ見直し等：  官報への対日案件掲載無し 
 
 
  ３．カナダ３．カナダ３．カナダ３．カナダ（ Canada Gazette〔CG〕での掲載事項） 
        Vol.140, № 26～№ 30 （2006.7.1.～ 2006.7.29.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対日案件掲載無し  
      (2) ＡＤ見直し等：  官報への対日案件掲載無し 
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  ４．オーストラリア４．オーストラリア４．オーストラリア４．オーストラリア（ Australian Customs Dumping Notices〔ACDN〕での掲載事項） 
        № 2006/29 ～№ 2006/36  (2006.7.1.～ 2006.7.31.)    
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対日案件掲載無し  
      (2) ＡＤ見直し等：  官報への対日案件掲載無し 
 
 
  ５．中５．中５．中５．中    国国国国                          
       ・ポリブチレンテレフタレート（PBT）： 
              商務部は7月22日、ＡＤ調査（2005年6月6日開始）の最終決定（ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び 
              損害有り）、並びに確定ＡＤ税賦課を公告 
                  （中華人民共和国商務部公告2006年第42号<2006.7.22.>） 
 
 
  ６．マレーシア６．マレーシア６．マレーシア６．マレーシア                          
       ・ダンボール紙 ： 
              当局は7月27日、「ダンボール紙」に対するＡＤ調査開始を決定       
 
 

以 上 


